
　　「会計年度任用職員登録申込書」に必要事項を記入し、写真を貼付の上、「１３　問い合わせ

　及び提出先」に記載のある提出先に持参又は郵送で提出してください。なお、組合から登録

　した旨のお知らせは行いません。　※１人２職種まで登録が可能です。

　　令和２年１月２０日（月）～令和２年２月７日（金）（郵送の場合当日消印有効）

　　※受付期間を過ぎた場合でも登録は可能ですが、令和２年４月からの任用者の選考に

　　　ついては、期間内の登録者から優先して行います。

　　登録受付日～令和５年３月３１日

　　※期間内に登録削除を希望する場合には、総務課総務係へご連絡ください。

　　別表１（倉浜衛生施設組合会計年度任用職員）に記載

　　登録職種の必要資格を満たす方（別表１）で、以下のいずれにも該当しない方

　　　（１）禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなる

　　　　　までの者

　　　（２）日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他

　　　　　の団体を結成し、又はこれに加入した者

　　任用の必要が生じた場合に、登録者の登録申込書の内容で書類選考を行い、面接による

　選考をした上で、任用します。

　　原則１会計年度（４月１日～翌年３月３１日）で任用します（勤務実績等により、改めて任用

　する場合があります。）。主な勤務時間は別表１に記載のとおりですが、具体的には、任用する

　職の必要性により異なるため、登録申込書の希望を基に任用前に調整の上、決定します。

７．任用期間・勤務時間

２．登録受付期間

３．名簿登載期間

４．登録募集職種

５．応募資格

６．選考内容

１．登録方法

倉浜衛生施設組合
会計年度任用職員登録案内

　令和２年４月以降に任用を予定している倉浜衛生施設組合の会計年度任用職員（地方公務
員法第２２条の２に基づき任用される一般非常勤職員）について、以下のとおり登録の受付を
行います。
　なお、登録者の中から必要に応じて選考を行い任用することから、名簿登載期間中（令和５
年３月まで）に必ずしも任用されるものではありませんのでご了承ください。



　　令和２年４月１日から勤務となる方のみ、「６．選考内容」の選考を経た上で、令和２年２月

　末日を目途に任用内定通知の送付を予定しています。

　　任用内定とならない場合には、特に通知等はありません。

　　　勤務条件により、倉浜衛生施設組合の規則に基づき年次有給休暇等が付与されます。

　　休日は、業務第一課リサイクルセンターを除き、土曜日、日曜日及び勤務条件により設定する

　　日となります。リサイクルセンターはシフト制による土曜日出勤があります。

　　（１）給料、報酬 ・・・・・ 別表１に記載（当組合での勤務経験により加算される場合あり。）

　　（２）通勤手当 ・・・・・ 常勤職員に準じて支給

　　（３）期末手当 ・・・・・ 基準日（６月１日、１２月１日）においての勤務月数に応じて

最大年間１．４５月分を支給

　　（４）給与支払い日 ・・・・・ 例月給与は当月末締め翌月５日支給、期末手当は年２回で

６月１５日と１２月１５日に支給

　　健康保険・厚生年金・労働保険の適用があります。

　（１）地方公務員法に規定される服務に関する規定（服務の宣誓、法令等及び上司の職務上の

　　　命令に従う義務、信用失墜行為の禁止、秘密を守る義務、職務に専念する義務等）が適用

　　　されるほか、懲戒の規定に該当する場合は、同法に基づく処分の対象となります。

　【登録方法に関する問合せ】及び【登録申込書の提出先】

　　〒９０４－２１４１

　　沖縄県沖縄市字池原３３９４番地

　　倉浜衛生施設組合　総務課　総務係

　　ＴＥＬ：　０９８－９３７－９９４２　

１１．社会保険等

１２．その他

１３．問い合わせ及び提出先

８．任用内定

９．休暇、休日等

１０．給料・報酬・手当等


